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高齢者虐待防止の推進
 高齢者虐待は、「人間の尊厳」を著しく侵害する行為であり、決してあってはならないものです。高齢者虐待防止法

は、高齢者の虐待防止とともに、福祉・医療関係者に高齢者虐待の早期発見等への協力を求めています。事業者の方
には、虐待の未然防止を図って頂いておりますが、高齢者虐待事案、事故等が発生した場合、速やかな報告を徹底し
てください。その後、発生原因等の分析と再発防止策を講じ、効果についての評価を行うなど、虐待の再発防止に取
り組むことが必要となります。

ア 虐待者の区分
（ア）養護者による虐待…介護をしている家族、同居人等によるもの。
（イ）養介護施設従事者による虐待…下記の施設・事業の職員によるもの。
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イ 養介護施設従事者等による高齢者虐待に該当する行為
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高齢者虐待の防止に係る対策

令和６年４月１日～義務化

❶　虐待の防止のための指針を整備すること

❷　虐待の防止のための対策を検討する委員会を定期的に開催すること

❸　指針に基づいた研修を定期的に実施すること

❹　虐待の防止に関する措置を適切に実施するための担当者を置くこと

❺　虐待の防止のための措置に関する事項を運営規程へ記載すること 

ポイント

虐待を未然に防止、虐待等の早期発見、虐待等への迅速かつ適切な対応、虐待が発生し
た場合の再発を防止するため、次の措置を講ずること。
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❶虐待の防止のための指針を整備すること

指針に記載する項目
◆虐待防止に関する考え方 
◆虐待防止検討委員会等の組織に関する事項 
◆職員研修に関する基本方針
◆虐待発生時の対応方法 
◆虐待発生時の相談・報告体制に関する事項 
◆成年後見制度の利用支援に関する事項
◆虐待等に係る苦情解決方法に関する事項 
◆利用者等に対する当該指針の閲覧に関する事項 
◆その他虐待の防止の推進のために必要な事項

高齢者虐待防止
のための指針（ひ
な形）を参考に整
備してください。
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❶虐待の防止のための指針を整備すること
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❷対策を検討する委員会を定期的に開催すること

委員会での検討項目

◆ 虐待防止検討委員会その他事業所内の組織に関すること
　⇒管理者を含む幅広い職種で構成し、責務及び役割分担を明確にすること 
◆ 指針の整備及び職員研修に関すること 
◆ 従業者からの相談・報告の体制整備に関すること 
◆ 虐待を把握した場合の市町村への通報に関すること 
◆ 再発防止策及びその効果についての評価に関すること 

ポイント

★テレビ電話装置等を活用して行うことができる 

★他の会議体と一体的に設置・運営することができる
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❸指針に基づいた研修を定期的に実施すること

ポイント

◆年１回以上（居住系、施設系は年２回以上）および新規採用時は必ず実施すること。 

◆適切な知識の普及・啓発に努めること。

◆指針に基づく虐待防止の徹底をはかる。

◆研修の内容について記録を残すこと。

研修議事録例

⑴　研修テーマ

⑵　開催日時

⑶　開催場所

⑷　研修参加者

⑸　研修不参加者とその対応（※）
（※参加できなかった職員については、事前に配
布した資料を確認してもらい、「虐待防止職員セ
ルフチェックリスト」を各自記入の上、事務所に提
出した。また、当事業所のヘルパー通信でも研修
の内容を報告し、周知を図った。）

⑹　研修内容

⑺　意見・感想 8



【参考】高齢者虐待防止に関する研修資料 
MS＆ADインターリスク総研株式会社Top／選ばれる理由／調査報告実績 

https://www.irric.co.jp/

【学習者用視聴動画】
Step1【A】 
　https://www.irric.co.jp/reason/research/2020_video_a/index.php
Step1【B】
　https://www.irric.co.jp/reason/research/2020_video_b/index.php
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【参考】高齢者虐待防止に関する研修資料 
　公益財団法人　東京都福祉保健財団が作成したツールです。改変して使用される場合は、必ず出典
を明記の上改変した資料であることがわかるようにしてご使用ください。
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【参考】高齢者虐待防止に関する研修資料 
高齢者虐待防止等に関わる虐待防止、予防のチェックリストの活用
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【参考】高齢者虐待防止に関する研修資料 
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【参考】高齢者虐待防止に関する研修資料 
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【参考】高齢者虐待防止に関する研修資料 
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❹　虐待の防止に関する措置を適切に実施するための担当者を置くこと 

ポイント
◆適切に実施するための専任の担当者を置くこと。

◆委員会の責任者と同一の従業者が望ましい。

〔参　考〕 
市町村・都道府県における高齢者虐待への対応と養護者支援について（国マニュアル）
厚生労働省ホームページ > 政策について > 分野別の政策一覧 > 福祉・介護 > 介護・高齢者福祉 > 高齢者虐待防止 > 市町村・都道
府県における高齢者虐待への対応と養護者支援について（国マニュアル）

　都道府県・市町村における高齢者虐待の未然防止、早期発見、迅速かつ適切な対応及び再発防止に資することを目的に作成している
「市町村・都道府県における高齢者虐待への対応と養護者支援について（平成30年３月）」（国マニュアル）の改定を行いました。

　今回の改定では、「指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準等の一部を修改正する省令」（令和３年厚生労働省令
第９号）の施行や、「介護保険施設等の指導監督について」（令和４年３月31日老発0331第６号）を新たに定めたことを踏まえ、国マニュ
アルに最新の状況を反映するとともに、内容の一層の充実を図っております。

　また、令和３年の個人情報の保護に関する法律（個人情報保護法）の改正に伴い、地方自治体における個人情報の適正な取扱いについ
て、全国的な共通ルールが規定されたことを踏まえ、高齢者虐待対応時における個人情報の取扱いについても、個人情報保護委員会事
務局から助言を受けて、国マニュアルに記載を行ったところです。
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❺　虐待の防止のための措置に関する事項を運営規程へ記載すること 

（１）各サービスにおいては、運営規程に「虐待の防止のための措置に関する事項」を定める
必要があります。虐待の防止に係る、組織内の体制（責任者の選定、従業者への研修方法や
研修計画等）や虐待又は虐待が疑われる事案が発生した場合の対応方法等について、記載
して下さい。

（２）記載例
（虐待の防止のための措置に関する事項）
第●条　事業所は、虐待の発生又はその再発を防止するため、以下の措置を講じる。
一　虐待の防止のための対策を検討する委員会（テレビ電話装置等の活用可能）を定期
的に開催するとともに、その結果について、従業者に十分に周知する
二　虐待の防止のための指針を整備する。
三　従業者に対し、虐待の防止のための研修を定期的に実施する。
四　前三号に掲げる措置を適切に実施するための担当者を置く。
２　前項第一号に規定する委員会は、テレビ電話装置等を活用して行うことができるもの
とする。 16


